
北九州市高齢者介護の質の向上委員会設置要綱

（目的及び設置）
第１条 北九州市における高齢者介護の質の向上を目指し、地域包括支援センター・地域
密着型サービスの運営等の公正・中立の確保を図るため、北九州市高齢者介護の質の向
上委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）
第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について意見交換し、助言を行う。
（１）地域包括支援センターの設置・運営等に関すること
（２）地域密着型サービスの運営等に関すること
（３）介護保険サービスでの苦情・虐待の対応に関すること
（４）介護予防事業等の推進に関すること
（５）総合的な認知症対策（普及啓発・予防・早期発見・ケア・医療連携・家族支援・

地域連携など）の推進に関すること
（６）その他、当委員会で処理する必要があると認められるもの

（委員会の組織）
第３条 委員会の委員は３０名以内をもって組織する。
２ 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
（１）介護サービス及び介護予防サービスの利用者又は被保険者
（２）介護サービス及び介護予防サービスに関連する事業者及び職能団体等
（３）地域における保健・医療・福祉関係者
（４）学識経験者
（５）その他市長が適当と認めた者

（任期）
第４条 委員の任期は２年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の
残任期間とする。

２ 設置当初の任期は、前項の定めにかかわらず、委嘱の日から平成１９年３月３１日ま
でとする。

３ 委員の再任は、妨げない。

（委員長及び副委員長）
第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
２ 委員長、副委員長は、委員の互選により定める。
３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理す
る。

（会議）
第６条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
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２ 委員会は、委員の過半数の出席により開催する。
３ 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その者から意見、説明
又は資料の提出を求めることができる。

４ 委員会の会議は、原則公開とする。ただし、次に掲げる場合は、委員会の決定により
非公開とする。
（１）不開示情報（北九州市情報公開条例（平成１３年北九州市条例第４２号）第７条）

に該当する事項について、意見交換等を行う場合
（２）その他非公開とすることに相当する理由がある場合

（責務）
第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、
同様とする。

（専門委員会）
第８条 委員会は、第２条に定めるもののうち、別表１に掲げる専門委員会を置き、同表
に掲げる事項について意見交換し、助言を行う。

２ 専門委員会は、委員のうち別表２に掲げるもので構成する。
３ 専門委員会に、専門委員長及び副専門委員長を置く。
４ 専門委員長は、委員会で選任し、専門委員会に属すべき委員及び副専門委員長は、専
門委員長が指名するものとする。

５ 専門委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
６ 専門委員長に事故があるとき、又は専門委員長が欠けたときは、副専門委員長がその
職務を代理する。

７ 専門委員会の会議については、第６条の規定を準用する。

（委員会の庶務）
第９条 委員会及び専門委員会の庶務は、保健福祉局介護保険課及び高齢者支援課、いの
ちをつなぐネットワーク推進課、健康推進課において処理する。

（委任）
第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が
定める。

付 則
１ この要綱は、平成１７年１２月２２日から施行する。
付 則

２ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。
 付 則
３ この要綱は、平成２０年３月２５日から施行する。
 付 則
４ この要綱は、平成２１年５月２５日から施行する。
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別表１（第８条関係）
専門委員会名 所 掌 事 務

地域包括支援センター
専門委員会

１ 地域包括支援センターの評価、質の向上に関すること
２ 指定介護予防支援業務の一部委託事業所に関すること
３ その他、専門委員会で処理する必要があると認められるもの

介護予防専門委員会 １ 介護予防のあり方に関すること
２ 介護予防事業等の推進に関すること
３ その他、専門委員会で処理する必要があると認められるもの

地域密着型専門委員会 １ 地域密着型サービスの指定（拒否）に関すること
２ 介護保険に関する施設整備に関すること
３ その他、専門委員会で処理する必要があると認められるもの

尊厳擁護専門委員会 １ 老人福祉法に規定される老人福祉施設及び有料老人ホーム
並びに介護サービス従事者による高齢者の虐待に関すること

２ 介護サービスに関し、当事者間で解決困難な苦情に関するこ
と（北九州市保健福祉オンブズパーソン事業において、苦情申
立てが行われたものは除く。）

３ その他、専門委員会で処理する必要があると認められるもの
認知症対策専門委員会 １ 総合的な認知症対策（普及啓発・予防・早期発見・ケア・医

療連携・家族支援・地域連携など）の推進に関すること
２ その他、専門委員会で処理する必要があると認められるもの

別表２（第８条関係）
専門委員会名 委員構成

地域包括支援センター専門委員会 第３条第２項に掲げるもの
介護予防専門委員会 第３条第２項に掲げるもの
地域密着型専門委員会 第３条第２項第１号及び第４号に掲げるもの
尊厳擁護専門委員会 第３条第２項に掲げるもの
認知症対策専門委員会 第３条第２項に掲げるもの
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